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　いま横浜市が直面している問題は，急激な工業化とともに市民の生活環境の整備をどの

ようにすすめていくのかということである。　″工業発展による市の繁栄″という工業立市

が，これまでの市の中心政策であったが，いまその″繁栄″の中身を問題にしなければな

らない段階にきている。すなわち，工業化が横浜市民及び自治体としての市に及ぼす影響

はどのようなものであるか。工業化のもたらすものは，はたして繁栄ばかりであるのか。

自治体と生活環境整備のバランスをいかにとっていくか。そうした問題についていま十分

な検討が加えられなければならない。このような問題は横浜市ばかりのことではなく，地

域開発にとりくんでいる全国の自治体が当面している問題でもある。そのどこでも，工業

化と住民生活の調和のとれた発展というスローガンをかかけているが，その結果がかなり

不調和になっていることは，いなめない事実であろう。

　この問題を検討するために，まわり道ではあるが，日本でどのように都市問題が取り扱

われてきたかを明らかにし，そして，現在提起されているいくつかの方法論についてのべ

てみよう。

　都市問題の今日的状況を簡単にスケッチしてみよう。

　今日，都市問題についていろいろな分野から議論されているが，現代的意味での都市問

題は，日本資本主義の歴史にとって初めての経験である。まして，東京のような人口１千

万といらメガロポリス，人口２千５百万の首都圏という大メトロポリタン・エリアの出現

という問題は，明治維新以来初めて直面した今日的体験である。

　わが国に近代的意味での都市問題が発生し，それが社会的な問題として意識されてきた

のは，明治末期から大正初期にかけての産業資本確立期にあたる。この産業資本確立期の

都市問題とはどのようなもので，どのように意識されていたかについてみてみよう。

　明治維新以後，富国強兵策による日本資本主義の強引な確立は，いろいろな形でのゆが

みとなって都市に現われてきた。その具体的な現われは農村予備軍を背景にした都市プロ

レタりア－トの成立である。そして都市細民の尨大化，都市のスラム化が進行する。こう

＝その解決のための方法論＝
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２　不毛に終った戦前の都市行政
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してわが国で最初に都市問題が意識されたのは，治安対策・社会政策としての都市問題で

あって，行政としての都市問題ではなかったという不幸な出発をしなければならなかっ

た。治安対策・社会政策としての都市問題ということは，いいかえるならば，原始的蓄積

を進めてきた日本資本主義にとって，都市における労働力をいかに確保し，それを保全す

るかということである。たとえば，横山源之助の「日本の下層社会」のような形で現われ

たことにその一端がある。また，大正７年の米騒動は都市の治安対策を重要視させるに十

分であり，都市の警察権は強化された。さらに，都市には労働組合が組織され，無産政党

が生れてくる。たとえば，明治36年には片山潜は「都市社会主義」を出版し，東京市政を

分析し，「都市問題の解決方法は，思ふに都市として小数強欲なる資本家等の銭儲け場所

たらしめず，真に一般市民の家庭たらしめるには，勢ひ市政に社会主義を応用せざるべか

らず。」とのべている。こうして，せいぜい社会政策的要求として意識された都市問題

が，行政としてとりあげられるようになるには，大正の後半をまたねばらなかった。この

明治末期から大正初期にかけての都市問題は，ヨーロッパでいうならば1840年代に，エン

ゲルスが「イギリスの労働者階級の状態」をものにした当時の問題とみあうものであろ

う。

　都市問題が行政の対象として意識されてきたのは，大体，大正の後半である。具体的に

いえば，大正８年にわが国に初めて都市計画法が生まれ，同年結核予防法が生まれた。そ

して，今の保健所の前身が各地に配置された。大正10年には工場法が成立する。都市の公

共下水とか，学校とか公園など都市公共施設が公的に整備されてきたのが，大正８年以降

のことである。いわば，この時期は行政として都市問題をとりあげざるをえなくなってき

た時期である。そして都市行政は拡充された。また一方，大正14年選挙法の改正で一般市

民が地方自治に参加する条件ができ，市議会にそれぞれの階級の代表が送りこまれた。そ

れは地方自治体にとって基本的な条件を備えたことであり，都市問題をこの面でも行政と

して扱う物質的基礎ができ上ったことを示すものである。そうした都市行政に初めて科学

的な方法論をもちこんだのは，大正11年に当時の東京市長の後藤新平がアメリカからチャ

ールズ・Ａ・ビアードを招いて，都市行政の科学的調査を行なったことである。その結

果，ビアードは「東京市政論」を発表したが，これが，日本における近代的都市行政学の

最初の成立であるといってよいだろう。

　この方向がもし順調に成長していったならば，今日の都市問題のなかで解決ずみか，解

決の容易なものが多いものと考えられる。ところが，昭和初期に入って恐慌から戦争へと

つづき，行政としての都市問題の解決は国防問題にすりかえられてしまった。そのため，

せっかく芽生えたいろいろな都市行政が，ほとんど財政上の裏づけをされずに，不毛のま

ま終ってしまい，くわえて主要な都市は戦災のために都市の公共施設は，ほとんど失なわ

れてしまった。
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　戦後，地方自治法の制定によって，都市行政は新しい地方自治の精神のもとに，初めて

名実ともに学問として成立できる基盤をうることができた。これが都市問題を扱う現在の

主流となっている分野である。このような都市行政の戦後の特徴は，行政技術の高度化と

ともに行政の縦の系列化による再編成にみいだされる。すなわち，内務省の解体によって

地方分権がすすんだかにみえたが，再び中央各省のもとに系列化が進行する。そこでの都

市問題は，行政の能率化，あるいは巧緻化としてとらえられてくる。昭和28年の町村合併

の推進による新市の誕生，また都市問題の広域行政的解決の問題もその一環である。こう

した都市行政からのアプローチが，都市問題解決の主流を現在なしているといってよい。

　第二のアプローチの方法は都市社会学の分野からのものである。アメリカンサイエンス

のなかでもっともアメリカ的なものが都市社会学で，プラグマティズムの成果が都市社会

学のなかにもっとも顕著に現われている。こうした都市社会学の方法が，物質的基礎のな

い日本では，農村社会学がその方法を吸収していくことになる。日本の都市問題はある意

味では農業問題ともいえるから，それはそれとして意味があるわけだが，農村社会学は家

族制度とか封建遺制の調査研究が中心となっている。そうした農村社会学のなかから，同

じような方法論をもって，都市社会学が農村対都市の対比という問題意識で，都市社会の

分析にとりくみはじめ，急速に流行してきた。都市社会学は都市の生態学として，都市の

現象を類型化してとらえるところに特徴がある。農村と都市はどう違うかとか，都市のス

ラム，集団体など社会病理的な研究が中心になり，それを類型化し，抽象化して扱ってみ

せる。したがって，致命的な欠陥として都市における経済関係・階級関係を不明にしてし

まう。このことは都市社会学の調査技術が巧妙になればなるほど，内容が形骸化せざるを

えない。日本のこれまでの都市社会学は，都市の社会学であっても，都市社会の学問では

ないともいえる。こうした都市社会学に内部から反省もでているが，いま提起されている

都市問題の解決にとって，有力な方法の一つではあるが，全面的に有効であるというわけ

にはいかない。

　第三は経済学的方法論である。経済学のなかでマルクス経済学の人々がいるが，原理論

を中心としており，実際的・現実的な問題については，あまり発言していない。都市問題

について経済学の立場で接近しているのは，むしろ近代経済学の人々である。しかし，マ

ルクス経済学であれ近代経済学であれ，経済学そのものとしては都市問題を解決すること

はできない。経済学は行政と結びついて，初めて有効な問題提起ができる。戦後の行政の

一つの特徴は，行政学と経済学の結婚にみいだされる。行政学と経済学の交流から最初に

するどく問題提起をしてきたのは，経済企画庁を中心とした中央の革新的な若手の官僚で

あった。これらの若手官僚は，朝鮮戦争後，経済学的方法論を真先きに身につけてきた。
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３　戦後の都市問題とその方法論



　この近代経済学と行政学の融合は，「経済白書」・国土総合開発法による復興開発を舞

台にして拡大され，昭和32年岸内閣の新長期経済計画，あるいは地域開発と進んできたも

ので，ここに初めて行政のなかに経済学の方法論としてr計画」概念が導入されてきたの

である。これは昭和35年の所得倍増計画で最高調に達した。これまで日本の行政のなかに

は，政治という概念はあっても，「計画」という概念はなかった。そして経済計画という

概念は中央のレベルから，地方の段階へ下りてきた。昭和37年４月末で46都道府県のうち

38府県が長期経済計画をもつという事態になっている。これがさらに府県のレベルから大

都市レペル，大都市から中都市レベルにおりてきて，いまや全国的ブームにさえなってい

る。こうして経済学は，開発計画・長期計画を舞台として，行政と結びつくことによっ

て，地域開発，都市問題についての有効な方法論となってきた。

　このような経済学的方法の大きな功績は，都市を一つの経済体，または経営体として扱

うことにある。行政学では都市を行政の対象物としてみるために，都市の構造または活動

を全面的に把握できず，行政のアミにひっかかっている，ごく一部のものしか扱っていな

かった。そうした視野から，公共投資・民間投資をふくめ，都市を総資本の動きという広

い視野から問題をとりあげなければ，地域計画は成りたたない段階にきたわけである。

　しかし，この理論の大きなウイークポイントは，日本においては経済学的な方法が，そ

れ自体客観的な問題として発展させられるのではなくて，都市の経済基盤強化の政策の理

論の裏づげにおちいりやすいことである。すなわち，その正当化に利用されるという不幸

な歴史をもっている。そのために，そうした方法から導き出される現実の政策は，理論の

複雑さにもかかわらず，自治体の財政の貧因さを解決するため工場誘置を，そして固定資

産税の税収の増加を，という単純な方程式にしかなっていない。

　第四に，建築家からの問題提起がある。現代の建築学の傾向は，ネオ古典主義建築から

近代主義建築へと移り，さらに近代主義的建築から国連ビルにみられるような機能主義的

建築へとすすんできた。さらに最近の傾向は，機能主義的建築に加えて，民族主義的ある

いは風土主義的建築が盛んになってきている。こうした建築家の動向は，一つの建築物の

設計，あるいはデザインから，ブロック・デザインの段階まで進んできている。さらに，

ブロック・デザインからアーバン・デザインの段階まで高められてきている。つまり，都

市計画を問題にしない限り，建築物がその機能を果しえなくなってきたわけである。これ

は日本ばかりでなく世界の傾向である。行政としての都市計画に加えて，アーバン・デザ

インが新しく提起されていることは，建築家が都市問題に建築学の立場からアプローチし

ようとする意欲の現われである。そのもっともすぐれた例は，丹下健三氏によるネオ東京

プランである。しかし，現代の都市問題の状況は，鉄とコンクリートによるフィジカルプ

ラニングだけでは解決できない。

　第五に，もっとも新しい視点として，一ロにいって文明論的都市問題の提起がある。こ
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れはまだ十分に議論されてはいないが，都市における人間回復の主張である。都市行政は

都市問題を行政の技術として扱い，都市社会学では都市問題をスタティックな類型として

深部の分析は行なわれず，経済学は都市を数量で現わし，建築学は鉄とコンクリートで扱

っているが，都市問題とはその総合科学である。その中心には常に都市における人間の回

復・伝統の回復が目標におかれなければならず，いま都市問題の議論に欠けているのは，

そうした文明論的な視点ではないかというのである。こうして，日本の都市問題は，ラセ

ン状に展開して，18世紀の近代都市の開花の時代に回帰したかのようにみえる。

　ここで，現代の都市問題とは何かということに簡単にふれて見る必要がある。現代の

「都市問題」というものの，議論が盛んなほどには実は概念がはっきりしていない。現代

のということは，国家独占資本主義段階における都市問題ともいうことができるが，わが

国において現代的な意味での都市問題が現象として意識されてきたのは，常識的にみて昭

和30年頃からではないだろうか。昭和31年に日本経済は神武景気を迎えた。それより以前

昭和28年には日本経済は戦前の水準を抜き，テクノロジー，コミュニケイションの急激な

発達にともない，都市という入れ物が追いつかなくなった。現象的には人口の集中，社会

資本の不足,環境整備のたちおくれという形であらわれてきているが，都市問題の一切の

噴出の背景には，日本経済が局地的市場から国内市場としての統一されたことであり，そ

のことから都市の広域化や，府県の統廃合という一連の間題が生じてきているのである。

　昭和30年以降の日本の都市問題は，大きな視野でみれば先進国なみに成長してきた日本

経済と，一方では後進国なみの生活環境との両方をかかえ，いうなれば，19世紀の産業革

命期の問題と20世紀後半にふさわしい生活環境の問題とを一拠に解決することを迫られて

いるともいえる。このことは，横浜にもあてはまることである。これらのことは，アメリ

カの都市問題としては1930年代にすでに問題になり，解決ずみのことである。日本の大都

市は,1930年代のアメリカの都市問題の歴史をいま追いかけているばかりでなく，さらに

その失敗のしかたまで似ているような気がする。

　それでは日本の都市問題は，ますます激化するだろうか，それとも解決の方向へいくだ

ろうか。この回答は容易ではないが，都市問題の嵐は激くなることがあっても，当分おさ

まらないのではないか，という見通しをもたざるを得ない。なぜなら，都市への人口集中

についてみると，イギリスの現在の農業人口は4％だが，日本では最近ようやく農業就業

者と２次，3次就業者の比が逆転し，農業人口が全国民の47％となった。イギリスでもア

メリカでも，農業は合理化されつくし，最小限の人口となり，これ以上都市人口化する余

地がない。これに反し日本では第１次産業の人口が第２次，第３次人口をようやく下まわ

り，これからも農業人口の都市の第２次，第３次産業への急激ななだれ現象は続いていく

４　現代の都市問題とはなにか
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とみるのが妥当であろう。現在，日本の都市人口は，新市までも含めて大体65％でありそ

のうち６大都市とその周辺地で，全都市人口の半分を占めている。都市化ということは日

本経済発展のための必然的要求であり，特に政治的，経済的中心地としての首都圏すなわ

ちメトロポリタン・エリアへの人口集中は，他方で産業と人口等の分散が計画されるとし

ても，より激しくなるとみられる。そしてまた，こうした大消費市場を背景とした太平洋

沿岸ベルト地帯の工業化は，社会資本の後続性を常に再生産してくるに違いない。

　これまで，都市問題の本質とその方法論についてふれてきたが，つぎに工業化政策と自

治体問題についてのべてみよう。

　自治体による工場誘置ということでは，昭和23年～24年頃に行なわれた軍需産業から平

和産業への転換期に一つの口火がきられている。しかし，工場誘置が自治体の政策問題と

なった時期は，工場誘置条例が昭和27年から31年までに，約30の都道府県で制定されてい

る事実からあきらかである。横浜はもっとも遅れて昭和35年に制定している。工場誘置問

題は昭和25年頃から始まっているが，その背景には昭和25年のシャープ税制改革と，その

結果として表面化した地方自治体の赤字解消の問題があった。昭和25年以来，地方自治体

は税制改革，事務事業の増加にともない，その赤字は年々累積し，昭和28年には自治体の

赤字は最高調に達する。昭和30年には地方財政再建整備特別措置法が制定された。ここで

自治体財政の窮迫を，工場誘置して固定資産税の増収をという方程式が赤字克服のための

最大の妙薬として定式化された。昭和31年の神武景気は，そのあおり役であった。それが

次第に個々の工場誘置だけでなく，前にのべたように，政府の新長期経済計画にならい工

場誘置に伴う経済政策として自治体が地域の経済計画をもたざるをえなくなってきた。こ

の自治体での長期計画の策定は。昭和35年で一応ブームを終り，第一ラウンドは終ったと

みることができる。そして昭和36年の景気悪化より第二ラウンドの修正，または再構成の

段階に入っているところが多い。

　工場誘置は自治体の赤字解消，または財政力強化という自治体側からの要求ということ

もあるが，それよりも政府の経済政策のしん透ということを重視しないわけにはいかな

い。昭和25年には国土総合開発法が制定され，始めて全国的な開発計画ができた。しかし

この国土総合開発法は，河川とか多目的ダムの開発，農業生産の向上とかの後進地域の開

発を中心としたものであった。ところが，昭和25年の朝鮮戦争により日本経済が急テンポ

で発達していき，工業生産は昭和28年に戦前水準を突破し，昭和30年頃から重化学工業の

時代と移っていくことになる。これを踏まえて新長期経済計画が登場してくる。この重化

学工業は，各地のコンビナートのように，間接費の安い地方へ土地を求めて分散していく

傾向と同時に，既成工業地帯への一層の集中をもたらす。八幡とか室蘭のように，消費地

５　工業化政策の功罪と自治体問題
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より原料部門に近いところに工場立地を求めていた旧い工場とは逆に，消費地に近いとこ

ろに工場を建設するという立地条件に変ってきた。というのは，大企業は生産部門だけで

なく，流通部門へ進出を求めて，首都圏の２千５百万人の消費地の周辺へ工場を求めて集

ってきているからである。くわえて，所得倍増計画が，既成工業地帯としての大平洋沿岸

の四つの地域への重点的な公共投資を目指してから，東京港臨海工業地帯への工場の集中

がますます拍車をかけられることになった。したがって，最近，新産都市の指定が行なわ

れたが，社会資本の不十分な地方へ，そう簡単に企業が分散政策に賛同して，立地を求め

ていくとは考えられない現実である。｡

つぎに自治体の工業化ということが，どういう効果を自治体にもたらしているか考えて

みたい。自治体の工業誘置，または工業化政策，そして税の増収という方程式が，はたし

て現実にそのまま通用しているだろうか。全国的にみると，横浜は一テンポ遅れて工場誘

置＝工業化という方程式を採用している。工業化をすすめているどこの自治体でも，工業

化政策と環境整備あるいは住民生活とのバランスのとれた市政をうたってはいるか，バラ

ンスのとれたとはいうべくしてむずかしいことである。むしろアンバランスになっている

例の方が多い。そこで工業化と住民生活とのバランスのとれた市政という，そのバランス

の内容をはっきりさせる必要がある。その場合，自治体における工業化の効果をどのよう

に測定したらよいのか具体的に考えてみよう。

工業化にともない，市にとっての直接的プラスとしては，なんといっても固定資産税と

法人市民税の増収があるということである。しかし，その裏には固定資産税の減免という

オミヤゲがついている。たとえば，千葉市では，誘致した川崎製鉄所についてて昭和27年か

ら昭和37年までの10年間に減免した固定資産税は,15億３千万円となり,その外,法人税，

府県税である事業税，不動産取得税を入れると20億円を超えるということである。横浜市

では，大黒町埋立地について昭和35年,36年の２年間に２千６百万円の固定資産税が免除

となっている。それから工場誘致条例による措置費（これは必ずしもマイナスに計算する

ことはできないが。）が概算７千２百万円になっている。このほか大黒町埋立の２期，根

岸湾の１期,2期,富岡,本牧の埋立にともなう３年間の固定資産税の免除額の概算は,今後

年間5～10億円になるものとみられる。一方，市の税収は，これらの埋立地が完成すると

固定資産税，法人市民税は，昭和46年度に52億円が入ることになる。しかし，これは直接

的な市税収入のことであって，正確にはあらゆる要素を考慮に入れて，波及効果のプラ

ス，マイナスを計算しなければならない。すなわち，工業化にともなう労働者の雇用力の

増強，第３次産業へのはね返りはもちろん，その他あらゆるところへのプラスとしてのは

ねかえり，都市経済力の強化などがある。横浜市の工業生産額も上昇し，1人当り市民所

得も上るだろう。市民所得は昭和36年と比較して昭和50年には２倍になると予想される。

国民経済の立場からみれば，1人当りの国民所得の高さが，福祉国家としての水準を規定
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する。大きくいって国民所得水準を高めることが，福祉国家へ引ぱっていく原動力になる

ことは事実である。しかし国全体としてはそうだか，特に一つの地域社会をとった場合は

たしてそうなるかは大きな疑問である。所得の大きさとともにその中身を考えなければな

らないからである。

つぎに自治体にとっての支出をマイナス面と考えると，数量化できないものが非常に多

いが，工業化にともない道路，港湾，工業用水への投資，従業員の子弟に対する学校の増

設，保健衛生，民生行政などあらゆる問題が行政需要として自治体財政の支出を強要して

くる。さらに加えて大都市のガンともいうべき地価上昇を刺激する。もっと直接的な公害

問題がある。このほか青少年の非行化などをあげたら地域住民にあらわれるマイナスは，

数かぎりないものがあろう。とくに，本牧，根岸の埋立地にくる大企業が，公害を起さな

いという保証はどこにもない。こうした都市問題へのマイナス面の波及を考えるならば，

自治体による工業化のプラスとマイナスについて厳密な検討が加えられなければならない

だろう。もちろん，こうした検討は，短期的にみるか，長期的にみるかという期間のとり

方もあるが，いますすめられている各地の地域開発では，そんなにプラスに傾斜している

ということは聞かない。たとえば，労働市場が拡大されるとしても，石油化学の例をとる

と大体10億の投資につき従業員１～２人，それも高級技術者に限られてしまい，地元の労

働力をほとんど必要としない。税収の問題についても事業税は本社と事業所との分割とな

り，本社の所在地である東京へ流れて，全部が地域経済へ返ってくるわけではない。また

第３次産業へのはね返りについても，大企業は，企業内に購買施設をもっており，地域の

商店街をうるおすことはそんなに期待できない。とくに横浜では東京に吸収される率が高

い。四日市では，新しい企業の労働者の消費生活が，企業内でほとんどまかなわれてお

り，地元商人を失望させている。

こうしてみると工業化による地域社会へのプラス面は，予想したほどにはないのではな

いか，という気がする。しかし自治体の工業化によるプラスとマイナスは，現在模索の段

階であり，まだそのバランスシートを作ったものはない。一部分をとりあげて速断するこ

となく，できる限り科学的な方法により研究されなければならない。

６都市問題への新しいアプローチ

工業化の社会的影響を考える場合，「社会的費用」という考え方と，さらに「外部経済

・外部不経済」という考え方がある。

社会的費用という考え方は，今にはじまったことではなく，古典経済学の時代から社会

的ロスという考え方はあった。企業家の費用と報酬が全費用と全利益に一致するとみなす

古典経済学に対して，それは一致するのではなく，むしろ全費用と全利益は費用と報酬を

オーバ―しているのではないか，ということである。こういう考え方を経済学の体系のな
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かにとり入れていったのがピグー，シュンペーターといった近代経済学の人たちで，それ

を理論と同時に実態分析に応用した人としてＫ・Ｗ・カップがあげられる。

「社会的費用」について，カップはつぎのように規定している。「第三者または大衆が私

的経済活動の結果，こうむるあらゆる直接間接の損

失である。そしてそれらの社会的損失には，人間の

健康の損傷，財産価値の破壊とその低下，自然の富

の早期固渇など有形的ではない価値の損傷としてあ

らわれるあらゆるものが含まれる。」と規定してい

る。そういう問題として，生産の人口損傷から生ず

るロス，空気の汚染から生ずるロス，動物資源の減

少から生ずるロス，エネルギー資源の損傷から生ず

るロス，輸送の社会的費用，あるいはもっと問題を

大きくして経済の独占による社会的費用などについ

て，くわしいデーターをあげている。

日本の現実の問題として考えてみると，交通事故

では東京で年間に大体１千人の死亡者がある。その

人的な損傷をどう計算するかには問題はあるが，そ

ういうロスが社会的費用にふくまれる。横浜でいうと山下公園，三渓園が工業化の犠牲に

なろうとしているが，その自然的観光資源の損傷も社会的費用として考えられる。輸送の

社会的費用では，東京都内を走るトラックは昭和32年頃平均時速28kmであったものが，

昭和37年で時速20kmに低下している。その差が社会的にという費用になってあらわれて

いるか，数量的化することは困難だが，当然に考えられてよいものである。アメリカでは

そうした考え方が普及していて，たとえばニューヨーク市内の交通マヒのためにニューヨ

ークは年間数千万ドルの損害を受けていることになるという計算をしている。また，ピッ

ツバ―グの煤煙による市民の被害は,1人当り20ドルになると計算して，市民に公害対策

をアッピールしている。（表参照）

また，丸の内に新しく１万人を収容するビルができたとする。これら１万の人は，いろ

いろな交通機関によって東京駅まで通勤しなければならない。もしその１万人が国鉄によ

って通勤するとするならば，1万人を運搬するには３千人収容の電車を，もう３編成増や

さなければならない。ところがダイヤは一杯だから，新ホームを建設したり，複々線にし

なければなら）ないという問題がおこる。さらに，ビルがビルとして機能するためには，電

気，ガス，水道，下水ゴミの処理などあらゆるものに費用が波及していく。またビルに自

動車が集中してきて，都心部におけるラッシュ激化の大きな要因になる。これらに要する

費用のうち，ビルをたてた企業家が負担する部分はほんのわずかで,大部分は外部（政府，
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自治体の費用もふくめて）のものが負担することになる。こうしたビルの新築による効果

は，マイナスの費用をひきおこすだけではなくて，ビル内や周辺の喫茶店は繁盛するだろ

うし，バスが混んで交通会社がもうけるだろうし，ビルが建つことによるプラスの波及効

果も数え切れないものがある。そして，どれがプラスで，どれがマイナスなのかケジメを

つけにくいものがある。

　こうした社会的費用という考え方から，都市問題にアプローチするのも有力な方法であ

る。しかし，この考え方からは，社会的費用が，どういう過程で，だれがどう負担してい

るのか，さらにだれが負担しなければならないかは，明確にでてこない。都市問題の具体

的な解決の力とするためには，社会的費用の負担の道徳性が，経済的に明らかにされねば

ならない。

　この社会的費用の考え方をさらに進めたものとして，経済学の立場から，外部経済，外

部不経済という概念を都市問題に適用していく方法である。この考え方は，社会的費用の

負担の責任を明らかにしていくところに，この方法のメリットがある。

　この「外部」というのは私企業の外ということだが，外部経済とは簡単にいうと，「特

定の企業の努力の結果とはみなしえないにもかかわらず，その企業の利純が上ったもの」

ということができよう。卑近な例をひくと，あるタバコ売店の近くに地下鉄の駅ができ

た。タバコ屋は地価が上るばかりでなく，営業が繁盛する。そのタバコ屋を企業にたとえ

るなら，その企業の努力の結果でないものから利純があがったことになる。現実的な例で

は，下田鉄道の場合，東急は伊豆半島の東海岸の土地を買い占めておいて鉄道をひく。当

然，地価の上昇により鉄道を引く努力以上に利潤が上ってくる。こうしたことを，外部経

済を企業が内部化したというわけである。

　こうした外部経済を都市に適用してみると，大都市には政治，経済，人口，その他あら

ゆるものが集中し，道路，通信綱，上・下水道が完備した一大消費市場であり，金融の中

心であり，企業の活動にとってあらゆる便利か揃っている。そうした便利はさらに相互促

進の関係で，都市への集中を激しくする。たとえば，都市に企業が集中することによって

人口が集中し，そのため優秀な労働力の確保が容易になり，だからまた企業が集中すると

いう具合である。

　一方，外部不経済について考えなければならない。外部不経済の典型的な例は，都市公

害，交通地獄とか，社会衛生環境など多くの問題があげられる。今日，都市問題といわれ

るものは，こうした外部不経済の質量ともに増加したことにより，外部経済が圧殺されて

きたものということができよう。そして，問題は外部経済，外部不経済と分けて分析する

ことではなくて，″外部経済を内部化しながら，内部不経済を外部化する″ことによって

おこされる矛盾である。たとえば，浄化装置なしに汚水を流している企業は，内部不経済

を外部化しているのであり，もし企業の負担によって装置がされるならば，外部不経済が
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内部化されたということになる。ところが，資本主義社会における企業は，自からひきお

こしている外部不経済を内部化することに，強く抵抗することはいうまでもない。

　そこで，外部経済をどれだけ内部化し，内部不経済をどれだけ外部化しているかを，都

市について具体的に追求していく必要がある。こうした社会会計学的方法の都市問題への

適用は，まだ十分検討されなければならないが，新しい問題提起として研究に価するもの

であろう。

　こう考えてくると，国民総生産がふえ，一人当りの市民所得がふえるものは，何でもプ

ラスであると考えるわけにはいかない。たとえば，交通地獄がはげしくなって，交通警官

が1万人増加したとして，1人当り年間50万円の給与を支払うと，年額50億円となる。こ

の場合，国民所得は50億円増加したことになるが，ふえたとしても喜ぶわけにはいかな

い。問題は単純ではないが，この50億円をプラスとみるより，むしろ，マイナスのものと

みることができる。こうした国民所得の額ではなくて，その質を問題にしなければ，山高

きゆえに尊からずで，現代の繁栄のなかに蓄積されつつある貧困を正しくつかむことはで

きない。このことは，これまでの横浜市の工業化政策についてもいえないだろうか。

　外部不径済について数量化できるものはいいとして，数量化できない地域開発による文

化遺産の破壊，心理的影響など金で買えないもののマイナスについての配慮は非常に大切

である。たとえば，横浜市でおこっている山下公園の縮少による社会の心理的マイナス，

公害にさらされようとしている三渓園の問題などである。工業化によって文化遺産が破壊

され，自然観光資源がなくなり，文化の衰退をきたすということは，いま全国的に反省の

声があがっている問題である。こうしたことは，単に懐古的，保守的な主張ではなく，前

にのべた文明論的都市問題の提起として，現代の大きな課題である。

　このように考えると，都市の工業化がイコール横浜の経済力基盤強化であり，それが市

財政力として市民生活の向上という一次方程式で，今日の都市問題がとけるかどうか。そ

の方程式に，何かもう一つの媒介項ないしは変数を必要とするのではないかという気が

するわけである。問題は工業化は不必要というのではなく，日本経済全体としてもそうだ

が，とくに自治体としてはいま新しい方程式が考えられなければならない段階にきている

ということである。

　(本稿は９月30日に企両部と調査室の合同研究会においてのべたものをまとめたものである。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(調査室副主幹)
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